
令 和 ７ 年 第 ３ 回 定 例 会 一 般 質 問 （ ６ 月 ５ 日 ）

安 里  周 作  議 員 P 9℡ 9 6 6 -8 3 5 2

❶ 事 務 引 継 ぎ に つ い て

❷ ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 取 り 入 れ た 環 境 に つ い て

❸ 財 政 に つ い て

大 城  節 子  議 員 P 1 4℡ 9 6 5 -3 1 9 7

❶ 仲 泊 小 学 校 の 門 扉 に つ い て

❷ 施 政 方 針 か ら 文 化 の 振 興 に つ い て

❸ 渡 久 地 政 信 顕 彰 碑 に つ い て

佐 渡 山  明  議 員 P 1 5℡ 9 6 6 -2 4 4 3

❶ 恩 納 通 信 所 跡 地 の 墓 地 区 域 に 浄 化 槽 の 建 設 は 不 可

　 能 と 考 え る が 村 の 判 断 を 伺 う

新 城  哲  議 員 P 1 0℡ 0 9 0- 6 8 6 4- 5 1 1 0

❶ 伊 武 部 希 望 ヶ 丘 か ら の 陳 情 ７ 号 に つ い て

❷ 施 政 方 針 、 子 育 て 支 援 の 充 実 に つ い て

❸ 施 政 方 針 、 学 校 教 育 の 充 実 に つ い て

❹ 施 政 方 針 、 健 康 づ く り の 促 進 に つ い て

❺ 施 政 方 針 、 農 業 の 振 興 に つ い て

❻ 施 政 方 針 、 自 然 環 境 の 保 全 ・ 創 出 に つ い て

喜 納  正 誠  議 員 P 1 1℡ 9 6 4 -2 5 8 0

❶ 漁 業 振 興 と 海 ぶ ど う 施 設 に つ い て

❷ Ｏ Ｉ Ｓ Ｔ の 件 に つ い て

❸ 宇 加 地 区 か ら の 陳 情 に つ い て

當 山  直 彦  議 員 P 1 2℡ 0 9 0 -1 9 4 5 -6 0 7 4

❶ 福 祉 の 人 材 不 足 、 資 源 不 足 対 策 に つ い て

❷ 金 武 地 区 消 防 と の 連 携 に よ る 安 心 ・ 安 全 な 地 域

　 づ く り に つ い て

❸ 本 村 の 交 通 事 情 に つ い て

❹ 子 供 た ち が 考 え る 村 づ く り に つ い て

宮 﨑  匠  議 員 P 1 3℡ 0 9 0 -9 7 8 3 -4 6 2 4

❶ 放 課 後 児 童 支 援 員 の 処 遇 改 善 に つ い て

❷ 新 た な 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の 設 置 に つ い て

❸ 村 内 各 小 学 校 の 遊 具 の 修 繕 及 び 新 規 の 導 入 に つ い て

❹ 認 定 こ ど も 園 移 行 後 の 幼 稚 園 跡 地 の 利 活 用 に つ い て

❺ 行 政 区 運 営 補 助 金 の 増 額 に つ い て

❻ オ ー バ ー ツ ー リ ズ ム 対 策 に つ い て

令 和 ７ 年 第 ３ 回 定 例 会 一 般 質 問 （ ６ 月 ６ 日 ）

9 月 定 例 会 は 、9 月 9 日 （ 火 ） を 予 定 し て い ま す 。

令 和 7 年 第 5 回 （ 9 月 ） 恩 納 村 議 会 定 例 会
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定 期 的 な 人 事 異 動 の 意 義 と 目 的に つ い て 伺 う 。

ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 取入 れ た 環 境 に つ い て
ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン と バ リ アフ リ ー の 違 い に つ い て 伺 う 。

安 里  周 作  議 員

事 務 引 継 ぎ に つ い て
総 務 課 長

 （ 宮 平

 覚 ）

　 組 織 を 活 性 化 し 、  持 続 的 な 成 長 を 遂げ る 上 で 重 要 な 役 割 で す 。  組 織 全 体 の生 産 性 、  又 は 問 題 解 決 の 能 力 が 向 上 する と 考 え て い ま す 。

人 事 異 動 に よ り 引 継 ぎ が 不 十 分 で 、村 民 が 出 し た 要 望 を 半 ば 諦 め てい る と の 声 が あ る こ と を 把 握 して い る か 。総 務 課 長

 （ 宮 平

 覚 ）

　 そ の よ う な 声 に 関 し て は 、  具 体 的 に把 握 し て い な い 。  引 継 ぎ が し っ か り した 上 で あ れ ば 、  や っ て も ら え な い と いう 問 題 は 出 な い と 思 う 。  今 後 、  引 継 ぎは し っ か り や っ て い き た い と 思 い ます 。  決 し て 人 が 代 わ っ た か ら や っ て もら え な い と い う こ と は あ り ま せ ん 。

恩 納 村 職 員 服 務 規 程

第

 

１ ４条 の 事

務 引 継 ぎ は 機 能 で き て い る か又 、  引 継 ぎ が 確 実 に 実 行 さ れ てい る か 。総 務 課 長

 （ 宮 平

 覚 ）

　

１ ４条 の 内 容 は 、  「 異 動 を 命 じ ら れ た

場 合 は 、  そ の 日 か ら ５ 日 以 内 に 事 務 引継 書 を 作 成 し 、  上 司 の 確 認 を 受 け な けれ ば な ら な い 」  と さ れ て い ま す 。  事 務引 継 ぎ は 、  機 能 は し て い る と 考 え て

い

ま す 。  専 門 性 の 高 い 業 務 や 長 期 に わ た る継 続 案 件 な ど は 、  よ り 効 果 的 な 引 継 ぎ手 法 の 検 討 も 考 え な け れ ば な ら な いと 思 っ て い ま す 。　 引 継 書 の 内 容 が 行 わ れ て い る か につ い て は 基 本 的 に は 担 当 課 長 で 具 体的 な と こ ろ を 把 握 し て い ま す 。  そ れ

が

確 実 に 行 わ れ て い る か の 確 認 に 関 し て 、今 後 の 課 題 と さ せ て い た だ き た い 。

福 祉 課 長

 （ 石 川

 司 ）

　
バ リ ア フ リ ー と は 特 定 の 障 害 を 持

た れ て い る 方 に 焦 点 を 当 て て 使 い にく い と こ ろ を 取 り 除 く と い う 考 え 方で 、  ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン は 、  全 て の

人 を 対 象 と し て 捉 え て い ま す 。

仲 泊 小 学 校 ４ 年 生 の 要 望 書 に つい て の 対 応 を 伺 う 。総 務 課 長

 （ 宮 平

 覚 ）

　
歩 行 者 用 音 声 式 信 号 機 の 設 置 に つ

い て は 石 川 警 察 署 と も 情 報 交 換 を しな が ら 、  今 後 協 議 し て い き た い 。

万 座 毛 遊 歩 道 整 備 に つ い て 車 椅 子や シ ニ ア カ ー が 通 れ る か 考 慮 し た考 え に つ い て 伺 う 。社 会 教 育 課 長

 （ 仲 村

 泰 弘 ）

　
今 年 度 、  万 座 毛 遊 歩 道 改 修 設 計 委 託

業 務 を 実 施 し ま す 。  利 用 者 の 安 全 を 中心 と し た デ ザ イ ン を 文 化 財 外 部 委 員会 に お い て 審 議 し て い き た い と 考 えて い ま す 。

総 合 健 康 福 祉 セ ン タ ー 施 設 入 口歩 道 を 電 動 車 椅 子 な ど が 通 れ るよ う に 整 備 で き な い か 。建 設 課 長

 （ 當 山

 国 博 ）

　
未 整 備 区 間 が あ る こ と を 認 識 し て

い ま す 。  そ の 区 間 で 民 有 地 が あ り 、  用地 確 保 が で き た ら 整 備 を 予 定 し て いま す 。

建 設 課 長

 （ 當 山

 国 博 ）

　 要 望 箇 所 の 一 部 は 修 正 し て い ま すが 、  ま だ 修 正 で き て い な い 段 差 や 破 損し た 歩 道 が あ り ま す の で 、  対 応 し て いき ま す 。

財 政 に つ い て
自 主 財 源 で 、  令 和 ４ 、  ５ 、  ６ 年 度 分の 収 入 に 対 す る 割 合 を 伺 う 。総 務 課 長

 （ 宮 平

 覚 ）

　 令 和 ４ 年 度

は

 

６ ７・  ９ ％ 、  ５ 年 度

は
 

７ １・

９ ％ 、  ６ 年 度 は 概 算 で

７ ５・  ４ ％ で す 。

財 政 の 潤 沢 な 状 況 か ら す る と 、  基金 を 村 民 に 還 元 す る 必 要 が あ ると 思 う が 考 え を 伺 う 。総 務 課 長

 （ 宮 平

 覚 ）

　 こ の 基 金 活 用 は 、  子 育 て 支 援 や 人 材育 成 、  産 業 支 援 等 に も 活 用 さ れ て おり 、  村 民 に も 還 元 し て い る と い う こ とで 考 え て い ま す 。  早 急 に で き 、  必 要 なと こ ろ を 対 応 し て い く べ き か と 考 えま す 。

基 金 に つ い て 、  令 和 ４ 、  ５ 、  ６ 年 度の 各 年 度 の 基 金 の 合 計 額 を 伺 う 。会 計 管 理 者

 （ 野 原

 み ち よ ）

　 ４ 年 度

が

 

５ ０億 ８

百

 

６ ４万 ２ 千 円 、  ５ 年

度
が

 

５ ４億 ６

千

 

６ ３万 円 、  ６ 年 度

が

 

５ １億 ４

千 １ 百

２ ２万 円 で す 。
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